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（法第 28条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 
 
 

令和 6 年度の事業報告書 
 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 
 

 
特定非営利活動法人安心院町グリーンツーリズム研究会 

 
１ 事業の成果   

 令和 6 年度は、集客の手段として昨年に引き続き第２回和牛鍋大会を実施して、そのあと農水省の

農泊推進室の担当者と共にシンポジウムを開催した。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事 業 費

の金額 

（千円） 

➇農村体験、

農村民泊の

研修及び推

進 

農村民泊の受入 (A)当該事業の 

実施日時 令和 6 年 4 月 1

日～令和 7 年 3 月 31 日 

(B)当該事業の実施場所 

  NPO 法人安心院町グリー

ンツーリズム研究会事務

局 

(C) 2 人 

(D)農泊実践者及び

農村体験者 

(E)約 2200 人 

3759 

➁シンポジウ

ム、研修の開

催及び後援 

 

2024 年度 

後期教育旅行受入説明会 

(A)令和 6年 9月 3日 

(B)宇佐市役所安心院支所多

目的ホール 

(C)2 名 

(D)農泊実践者及

びグリーンツ

ーリズムに関

心のある方 

(E)19 人 

12 

 

➁シンポジウ

ム、研修の開

催及び後援 

 

第 19 期大分・安心院グリ

ーンツーリズム実践大学 

１１月講座開催 

（大分学の目指すもの） 

（A）令和 6 年 11 月 9 日 

（B）宇佐市安心院支所多目的

ホール 

 (C)2 名 

(D)農泊実践者及

び今後の実践

予定者 

(E)18 人 

12 

➁シンポジウ

ム、研修の開

催及び後援 

第 19 期大分・安心院グリ

ーンツーリズム実践大

学 

（和牛鍋昼食懇談会） 

（A）令和 6 年 12 月 7 日 

（B）安心院町家族旅行村内農

村ベース内 

(C)2 名 

D)農泊実践者及び

今後の実践予

定者 

(E)12 人 

50 

⑤各種イベン

トの主催及び

後援 

第 19 期大分・安心院グリ

ーンツーリズム実践大

学 １月講座 

グリーンツーリズム講和

実施（第２回和牛鍋打ち

合わせ） 

（A）令和 7 年 2 月 11 日 

（B）宇佐市安心院支所多目的

ホール 

 (C)2 名 

(D)農泊実践者及

び今後の農泊

実践予定者 

(E) 11 名 

30 
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⑤各種イベン

トの主催及び

後援 

大分県 GT による 

「第 2 回和牛鍋＆ワイン

交流会 in農泊発祥の地」 

(A)令和 7年 2月 23 日 

(B) 安心院町家族旅行村内農

村ベース内 

(C)30 人 

(D)農泊実践者及

び今後の農泊

実践予定者 

(E)115 人 

1060 

➇農村体験、

農村民泊の研

修及び推進 

シンポジウム (A)当該事業の 

実施日時 令和7年2月24

日 

(B)当該事業の実施場所 

  宇佐市安心院支所多目的

ホール 

(C) 2 人 

(D)農泊実践者及び

今後の農泊実践

予定者 

(E)５人 

12 

 

※①③④⑥⑦ 実施なし 

 

 

 

 

 

 

(2) その他の事業  実施なし 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事 業 費

の金額 

（千円） 

     

実施しなかっ

た 

    

     

 

 

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。 

 ２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他

の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 








